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小田原市豊かな地下水を守る条例

（目的）
第１条　この条例は、小田原市美しく住みよい環境づくり基本条例（平成６年小田原市条例第17号）の本旨を達
成するため、工場及び事業場における地下水の採取に関し必要な事項を定めることにより、豊かな地下水を保全
し、もって良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。

（地下水採取の届出）
第２条　工場又は事業場において、揚水能力（揚水施設が複数の場合にあっては、その揚水能力の合計をいう。
以下同じ。）が規則で定める量以上となる揚水施設を設置して地下水を採取しようとする者は、当該工場又は事
業場ごとに、当該揚水施設の設置に係る工事に着手する日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なけ
ればならない。
　(１)  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
　(２)  揚水施設の数、位置、構造及び揚水能力
　(３)  採取した地下水の用途
　(４)  前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項

（地下水採取の変更の届出）
第３条　前条の規定による届出をした者（以下「採取者」という。）は、その届出に係る同条第２号又は第３号
に掲げる事項の変更（第５条の規定による届出に係る変更を除く。）をしようとするときは、当該事項の変更に
係る工事に着手する日の60日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
２　採取者は、前条第１号又は第４号に掲げる事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を市長
に届け出なければならない。

（承継）
第４条　採取者から第２条の規定による届出に係る揚水施設（以下「届出施設」という。）を譲り受け、又は借
り受けた者は、当該届出施設に係る採取者の地位を承継する。
２      採取者について相続、合併又は分割（当該届出施設の全部を承継させるものに限る。）があったときは
、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出施設の全部を承継した
法人は、当該採取者の地位を承継する。
３      前２項の規定により採取者の地位を承継した者は、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なけ
ればならない。

（廃止等の届出）
第５条　採取者は、届出施設による地下水の採取を廃止し、又は届出施設に係る地下水の揚水能力を規則で定め
る量未満の量に変更したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

（規制地区の指定）
第６条　市長は、第９条の規定による地下水の水位の測定結果等から判断して、地下水を保全する必要があると
認める地区を、地下水採取規制地区（以下「規制地区」という。）として指定することができる。
２      市長は、前項の規定により規制地区を指定しようとするときは、あらかじめ、小田原市環境審議会（以
下「審議会」という。）及び当該指定しようとする地区内の届出施設に係る採取者その他利害関係人の意見を聴
かなければならない。
３      市長は、規制地区を指定したときは、速やかにその旨及びその区域を告示しなければならない。
４      前２項の規定は、規制地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

（要請）
第７条　市長は、前条の規定により規制地区を指定したときは、規制地区内の届出施設に係る採取者に対し、相
当の期限を定めて、当該届出施設について改善その他の必要な措置を講ずるよう要請することができる。
２　市長は、前項の規定により要請しようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会及び当該要
請に係る採取者の意見を聴くことができる。



（地下水の採取量等の報告）
第８条　採取者は、規則で定めるところにより、届出施設による地下水の採取量及び水位を測定し、及び記録し
、その結果を市長に報告しなければならない。

（地下水の監視）
第９条　市長は、地下水の状況を把握するため、調査地点を定めて地下水の水位を定期的に測定するものとする
。

（地下水の保全）
第10条　工場又は事業場に揚水施設を設置して地下水を採取する者は、雨水の利用及び地下への浸透、採取した
地下水の循環利用等により、地下水の揚水量の減量及び地下水のかん養に努めるものとする。

（工事の際の措置）
第11条　土木工事その他掘削を伴う工事（以下「工事」という。）の発注者（工事を自ら行う場合にあっては、
当該工事の施行者。以下「発注者等」という。）は、当該工事により周辺の地下水の水位等に影響を与えるおそ
れがあると認めるときは、あらかじめ、当該影響を防ぐために必要な措置を講ずるものとする。
２　工事の発注者等は、当該工事によりその周辺において地下水を採取する者に影響を与えたときは、速やかに
、当該影響を与えた者に対して必要な措置を講ずるものとする。

（報告及び調査）
第12条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、採取者に対し、届出施設による地下水の採取の状況に
関し報告を求め、又はその職員に、届出施設の設置の場所又は届出施設に係る採取者の工場若しくは事業場に立
ち入り、届出施設その他の物件を調査させることができる。
２      前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければな
らない。
３      第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（財産権の尊重）
第13条　市は、この条例の運用に当たっては、関係者の所有権その他の権利を尊重するよう留意しなければなら
ない。

（委任）
第14条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

（罰則）
第15条　第２条、第３条第１項又は第４条第３項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円
以下の罰金に処する。
第16条　次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
　(１)  第３条第２項又は第５条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
　(２)  第８条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
　(３)  第12条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒
み、妨げ、若しくは忌避した者

（両罰規定）
第17条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則
（施行期日）
１      この条例は、平成７年４月１日から施行する。

（経過措置）
２      この条例の施行の際現に工場又は事業場に地下水の揚水能力が規則で定める量以上の揚水施設を設置し
て地下水を採取している者（設置の工事に着手している者を含む。）に係る第２条の規定の適用については、同
条中「当該揚水施設の設置に係る工事に着手する日の60日前までに」とあるのは「平成７年４月１日から30日以
内に」とする。
３      この条例の施行の日から60日以内に工場又は事業場に地下水の揚水能力が規則で定める量以上の揚水施
設の設置の工事に着手しようとする者に係る第２条の規定の適用については、同条中「当該揚水施設の設置に係
る工事に着手する日の60日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

附則（平成13年６月29日条例第16号）



１      この条例は、公布の日から施行する。
２      改正後の小田原市緑と生き物を守り育てる条例第13条、小田原市まちをきれいにする条例第18条、小田
原市豊かな地下水を守る条例第４条、小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例第10条及び小田原市廃
棄物処理施設の設置等に関する条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後の分割に係る地位の承継について
適用し、同日前の分割に係る地位の承継については、なお従前の例による。


